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お知らせ

耐震改修工事をして
倒壊から命を守りましょう！

都市計画案の縦覧

公売会 in むなかた

　市税の滞納で差し押えた物品を、「入札」
などの方法で売却する「公売会」を開催し
ます。出品数は約120点。売却代金は滞納
税に充当します。参加無料、事前申込不要。
ぜひ来てください。

●日時　３月24日（土）
▽受付・開場＝13:30
▽入札＝14:00～14:20
●会場　メイトム宗像
●内容　アクセサリー、日用生活
　　　　雑貨など

対象の住宅

申請方法

補助金額

対象の工事

出品予定の物品
●持参品
　印鑑、代金、本人確認ができるもの
　（運転免許証、健康保険証など）
＊代金は当日現金払いのみ
＊上履きを持っている人は持参

■問い合わせ先　収納課　☎（36）5392　＊当日は☎090（2714）9417へ

▽市内の木造戸建て住宅
▽平成12年５月31日以前に建築確認を得て建築されていること
▽耐震診断の結果、倒壊の恐れがあると判断されたもの

　耐震診断の結果に基づき、地震に対する安全性の向上を目的
として行う修繕工事か補強工事のうち、総合評点を1.0以上にす
るもの

【耐震改修工事について】耐震改修工事費の３分の２の額
▽市内業者と契約＝上限80万円
▽市外業者と契約＝上限60万円
【耐震診断について】耐震改修工事をした場合に限り、耐震診
断費の３分の１の額を補助（上限５万円）
＊市の予算の範囲内での補助です（受付は先着順）

工事着工前に、申請と市の承認が必要
＊申請書類は、問い合わせ先の窓口で入手か、市防災 ＨＰ http: 
　//www.munakata-bousai.jp/からダウンロード可

■問い合わせ先
▽申請・事前の相談=住マイむなかた　☎（37）2525
▽制度の詳細=地域安全課　☎（36）5050

住まいの耐震改修工事費を補助します

あなたの住宅は大丈夫？

　市が作成中の都市計画案の縦覧を実施します。意見書の提出が可能です。

●項目　道の駅むなかた地区地区計画の変更
●概要　周辺の自然環境や歴史資産と連携し
　　　　た、観光・商業施設の立地を促進し、
　　　　観光の振興を図る場にふさわしい機
　　　　能を備えたゆとりある良好な観光・
　　　　物産・交流地区としての土地利用を
　　　　図るため、地区計画の区域などを変
　　　　更するもの
●縦覧期間／時間
　３月15日（木）～同29日（木）／
　8:30～17:00 
＊土・日・祝日を除く

●縦覧場所　都市計画課（本館２階）
●意見書の提出
　市民と利害関係者は、意見書の提
　出が可能。
＊意見書の様式例は縦覧場所にあり
●提出期限　３月29日（木）
●提出先　都市計画課
▽郵送＝〒811-3492／住所不要　
＊提出締切日消印有効
▽ FAX（37）1242　▽窓口
■問い合わせ先
　都市計画課　☎（36）1484
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　４月１日（日）から、都市再生特別措置法（＊１）に基づく「宗
像市立地適正化計画」（以下「計画」）をスタートします。
　計画では、同計画区域内に人口密度を維持するエリア（居
住誘導区域）と、暮らしに必要な都市の機能を誘導するエリ
ア（都市機能誘導区域）を定めています。計画のスタートに
合わせて、同計画区域外で開発行為などを行う場合には、法
に基づく届出が必要になる場合があります。
＊５月１日（火）以降に、行為に着手するものから届出が必要

＊詳細は、市 ＨＰ http://www.city.munakata.lg.jp/で確認か問い合わせを

コンパクトで暮らしやすいまちづくりを目指して

（＊１）急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高
　　　 度化および都市の居住環境の向上（都市の再生）をはかるために制定された法律

（＊２）病院、窓口のある銀行、床面積が3,000㎡を超える商業施設など

届出が必要な場合

①居住誘導区域外で次の行為をする場合
▽３戸以上の住宅の建築目的で開発行為をする
▽１戸か２戸の住宅の建築目的で1,000㎡以上の規模で開発
　行為をする
▽３戸以上の住宅を新築する
▽建築物を改築か用途変更して３戸以上の住宅とする

②都市機能誘導区域外で次の行為をする場合
▽誘導施設を有する建築物の建築目的で開発行為をする
▽誘導施設を有する建築物を新築する
▽建築物を改築や用途変更して、誘導施設を有する建築物とする
＊大島・地島は対象外

届出の時期 行為に着手する30日前まで 届出先 都市計画課／窓口
（市役所本館２階）

■問い合わせ先　都市計画課　☎（36）1484

立地適正化計画に基づく

建築等の届出制度
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